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は　じ　め　に

　強度行動障害は、自分自身や周りの人を傷つけたり、ものを壊したりといった行

動が頻繁にみられる状態で、重度の知的障害を伴う自閉症の人に多く、生まれもっ

た障害とは異なり、学齢期から発生する傾向が強いとされています。

　都教育委員会は、平成 16 年 11 月に東京都特別支援教育推進計画を策定し、都立

特別支援学校に在籍する自閉症の児童・生徒への支援と指導内容・方法について研

究を進め、自閉症の障害特性に応じた指導の充実を図ってきました。

　また、平成 22 年度からは、小・中学部を設置する全ての都立知的障害特別支援学

校において、自閉症の児童・生徒で編制した学級での指導を実施し、実践を積み重

ねてきました。

　一方で、国では、令和５年３月、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関す

る検討会報告書」が示されました。報告書では、障害者福祉分野からの支援の在り

方を示すとともに、学齢期の対象者においては、教育分野とも連携した支援に取り

組むことも重要としています。

　都教育委員会は、東京都千葉福祉園の障害児施設の廃止の動向を踏まえ、令和５

年２月、障害児入所施設を利用する児童・生徒が在籍する都立しいの木特別支援学

校について、令和６年度末に閉校の方針を公表しました。また、本方針決定時に、

都立しいの木特別支援学校に在籍していた社会福祉法人嬉泉袖ケ浦のびろ学園の入

所者について、卒業までの間、閉校後の学校施設に新たに設置する分教室に引き続

き通学することを可能としました。

　このような障害児入所施設の入所者の中には、知的障害を伴う自閉症があり、強

度行動障害の状態が生じている児童・生徒がこれまでも在籍してきました。また、

自宅から都立特別支援学校に通っている児童・生徒にも、強度行動障害があり、学

校が家庭や医療、療育の現場などと連携しながら、指導に当たっている事例があり

ます。

　都教育委員会は、国の動向や都立しいの木特別支援学校の閉校の方針を踏まえ、

強度行動障害の障害特性に関する適切な理解を踏まえた効果的な指導について、こ

れまでの実践を確実に継承し、全ての都立特別支援学校において充実させていくた

め、専門家や学校で実際に指導に当たっている教員の協力を得て、指導の在り方に

ついて検討を行い、本書を発行しました。

　本書の内容を参考に、強度行動障害のある児童・生徒の自立と社会参加に向け、

特別支援学校をはじめ小・中・高等学校の教員や指導に携わる職員等における指導

の一層の充実を図っていただきますよう、お願い申し上げます。

令和６年２月

東　京　都　教　育　委　員　会
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